４．事　務　事　業　執　行　概　要
概　　要

会計局では、各部局の事務事業が効率的に執行できるよう、地方自治法第170条で定められた会計管理者の職務権限において、円滑かつ適正な会計事務の処理に努めた。

また、各部局からの会計事務に関する照会・相談事項についても、会計諸法規に基づき適切に指導を行うとともに、適正な会計事務処理の徹底が図られるよう万全を期した。
また、複式簿記・発生主義に基づく新公会計制度を平成23年度から導入し、大阪府財政運営基本条例第25条に基づき、令和５年度決算に基づく財務諸表を作成し、令和６年９月に公表した。
さらに、府民の利便性の向上や府の事務の効率化を図るため、平成30年10月から大阪府証紙を廃止し、新たな納付方法として本庁等の手数料納付窓口での現金納付やコンビニ納付を導入し、令和２年12月からは本庁等の手数料納付窓口においてキャッシュレス（クレジットカード、電子マネー、コード決済）による支払方法が選択できるようになった。
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